
ア　市長選挙

北 区 5,630 5,802 237 － 33 11,702

都 島 区 4,033 4,266 218 － 8 8,525

福 島 区 3,331 2,977 134 － 14 6,456

此 花 区 2,741 2,849 415 － 2 6,007

中 央 区 3,668 3,293 121 － 12 7,094

西 区 3,616 2,910 110 － 16 6,652

港 区 3,041 3,817 297 － 13 7,168

大 正 区 3,358 3,767 532 － 5 7,662

天 王 寺 区 3,499 3,185 233 － 19 6,936

浪 速 区 2,576 2,127 227 － 13 4,943

西 淀 川 区 3,538 3,288 294 － 3 7,123

淀 川 区 5,326 5,156 347 － 12 10,841

東 淀 川 区 10,228 4,440 452 － 14 15,134

東 成 区 4,319 2,113 99 － 4 6,535

生 野 区 4,835 2,124 326 － 4 7,289

旭 区 5,814 3,193 177 － 15 9,199

城 東 区 7,281 7,594 582 － 28 15,485

鶴 見 区 4,837 5,592 475 － 20 10,924

阿 倍 野 区 5,307 4,864 228 － 8 10,407

住 之 江 区 7,477 8,338 613 － 39 16,467

住 吉 区 7,699 5,690 596 － 22 14,007

東 住 吉 区 5,162 6,258 517 － 15 11,952

平 野 区 7,729 8,937 933 － 28 17,627

西 成 区 5,988 5,393 877 － 14 12,272

計 121,033 107,973 9,040 － 361 238,407

計

(7)  期日前投票事由別期日前投票者数  

区 名

職務若しくは業務又は総務
省令で定める用務に従事す
る者
（法４８条の２第１項第１
　号該当者）

（左記以外の）用務又は事
故のためその属する投票区
の区域外に旅行又は滞在す
る者
（同第２号該当者）

疾病、負傷、妊娠、老衰、身
体の障害のため若しくは産褥
にあるため歩行が困難である
者又は刑事施設、労役場、監
置場、少年院若しくは婦人補
導院に収容中の者
（同第３号該当者）

交通至難の島その他の地で
総務省令で定める地域に居
住又は滞在する者
（同第４号該当者）

自己の属する投票区のある
市区町村の区域外に居住す
る者
（同第５号該当者）



イ　知事選挙

北 区 5,637 5,813 237 － 36 11,723

都 島 区 4,043 4,268 219 － 16 8,546

福 島 区 3,335 2,978 135 － 17 6,465

此 花 区 2,744 2,849 415 － 8 6,016

中 央 区 3,678 3,297 121 － 18 7,114

西 区 3,620 2,913 111 － 19 6,663

港 区 3,042 3,818 296 － 15 7,171

大 正 区 3,359 3,770 534 － 5 7,668

天 王 寺 区 3,512 3,188 234 － 21 6,955

浪 速 区 2,578 2,127 226 － 22 4,953

西 淀 川 区 3,542 3,288 295 － 6 7,131

淀 川 区 5,347 5,163 348 － 20 10,878

東 淀 川 区 10,245 4,443 453 － 24 15,165

東 成 区 4,328 2,115 99 － 7 6,549

生 野 区 4,843 2,122 328 － 5 7,298

旭 区 5,820 3,198 176 － 18 9,212

城 東 区 7,294 7,593 583 － 35 15,505

鶴 見 区 4,840 5,595 476 － 28 10,939

阿 倍 野 区 5,318 4,867 228 － 12 10,425

住 之 江 区 7,467 8,348 618 － 39 16,472

住 吉 区 7,704 5,695 595 － 27 14,021

東 住 吉 区 5,166 6,261 515 － 19 11,961

平 野 区 7,741 8,939 933 － 38 17,651

西 成 区 5,991 5,403 878 － 18 12,290

計 121,194 108,051 9,053 － 473 238,771

区 名

職務若しくは業務又は総務
省令で定める用務に従事す
る者
（法４８条の２第１項第１
　号該当者）

（左記以外の）用務又は事
故のためその属する投票区
の区域外に旅行又は滞在す
る者
（同第２号該当者）

疾病、負傷、妊娠、老衰、身
体の障害のため若しくは産褥
にあるため歩行が困難である
者又は刑事施設、労役場、監
置場、少年院若しくは婦人補
導院に収容中の者
（同第３号該当者）

交通至難の島その他の地で
総務省令で定める地域に居
住又は滞在する者
（同第４号該当者）

自己の属する投票区のある
市区町村の区域外に居住す
る者
（同第５号該当者） 計


